
令和２年３月定例月議会議案一覧 

 

議案番号 件   名 

議案１１ 副市長の選任について 

議案１２ 公平委員会の委員の選任について 

議案１３ 損害賠償の額を定めることについて 

議案１４ 市道の路線廃止について 

議案１５ 市道の路線認定について 

議案１６ 豊明市附属機関設置条例の一部改正について 

議案１７ 
豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関す
る条例の一部改正について 

議案１８ 豊明市国民健康保険税条例の一部改正について 

議案１９ 豊明市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

議案２０ 豊明市保育所保育の実施条例の一部改正について 

議案２１ 令和元年度豊明市一般会計補正予算（第７号）について 

議案２２ 
令和元年度豊明市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に
ついて 

議案２３ 
令和元年度豊明市下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ
いて 

議案２４ 
令和元年度豊明市土地取得特別会計補正予算（第１号）につい
て 

議案２５ 
令和元年度豊明市農村集落家庭排水施設特別会計補正予算（第
２号）について 

議案２６ 
令和元年度豊明市有料駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
について 

議案２７ 
令和元年度豊明市介護保険特別会計補正予算（第３号）につい
て 

議案２８ 
令和元年度豊明市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
について 

議案２９ 
令和元年度豊明市水上太陽光発電事業特別会計補正予算（第１
号）について 

 



議案第１１号 

 
   副市長の選任について 

下記の者を、副市長に選任するものとする。 

 
  令和２年２月２５日提出 

 
                 豊明市長  小 浮 正 典      

 
記 

住  所   豊明市沓掛町 
氏  名   土 屋 正 典 

生年月日    

 
   説 明 

この案を提出するのは、地方自治法第１６２条の規定に基づき、議会の同意

を得るため必要があるからである。



議案第１２号 

 

   公平委員会の委員の選任について  

 下記の者は、令和２年３月３１日任期満了となるので、同人を再任するもの

とする。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

住  所   豊明市沓掛町 

氏  名   近 藤  靖 

生年月日    

 

   説 明 

 この案を提出するのは、地方公務員法第９条の２第２項の規定に基づき、議

会の同意を得るため必要があるからである。  

 

 

 



議案第１３号 

 

損害賠償の額を定めることについて 

地方自治法第９６条第１項第１３号の規定に基づき、損害賠償の額を定める。  

 

令和２年２月２５日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 損害賠償額  金６７１，４３０円 

２ 原   因  倒木による物損事故 

３ 事故の概要 

 （１）事故の発生日時  令和元年１２月１２日 午前１１時３０分頃 

 （２）事故の発生場所  豊明市西川町横井地内 

 （３）事 故 の 経 過  駐車していた相手方車両の屋根、フロントガラス  

等を損傷させたもの 

 （４）相 手 方の 損 傷  屋根、フロントガラス、ボンネット、側面等の損 

            傷        

 （５）過 失 割 合  豊明市１００％、相手方０％ 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、損害賠償の額の決定について議会の議決を求める必

要があるからである。 



議案第１４号 

 

   市道の路線廃止について 

 道路法第１０条第１項の規定に基づき、市道の路線を下記のとおり廃止する

ものとする。 

 

令和２年２月２５日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

路線番号 路線名 
起       点 

終       点 
摘 要 

１１２３ 沓掛北２６号 
豊明市沓掛町豊山１８番地の３地先 

豊明市沓掛町豊山３０番地先 
附図１ 

１１２５ 沓掛北２８号 
豊明市沓掛町豊山１６番地先 

豊明市沓掛町豊山１６番地先 
附図１ 

１１２６ 沓掛北２９号 
豊明市沓掛町豊山８番地先 

豊明市沓掛町豊山３３番地先 
附図 1 

１１２７ 沓掛北３０号 
豊明市沓掛町豊山４９番地先 

豊明市沓掛町豊山３４番地の１地先 
附図１ 

１１３０ 沓掛北３３号 
豊明市沓掛町石根２８２番地先 

豊明市沓掛町豊山２９番地先 
附図１ 

３２１３ 栄２１３号 
豊明市栄町内山４７番地の３３５地先     

豊明市栄町内山４７番地の３５９地先 
附図２ 

３３１９ 阿野６５号 
豊明市阿野町三本木１９５番地の１地先 

豊明市阿野町正戸２８番地先 
附図３ 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、開発等により市道を廃止する必要があるからである。 



１１２３
沓掛北２６号

　　１１２７
沓掛北３０号

１１２５
沓掛北２８号

１１２６
沓掛北２９号

１１３０
沓掛北３３号

附図１

豊山



附図 2

　３２１３
　栄２１３号



３３１９
阿野６５号

附図 3



議案第１５号 

 

   市道の路線認定について 

 道路法第８条第２項の規定に基づき、市道の路線を下記のとおり認定するも

のとする。 

 

  令和２年２月２５日提出 

                

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

路線番号 路線名 
起       点 

終       点 
摘 要 

１６７０ 二村台８０号 
豊明市二村台一丁目３０番６７地先 

豊明市二村台一丁目３０番１８地先 

 

附図１ 

１１２３ 沓掛北２６号 
豊明市沓掛町豊山１８番３地先 

豊明市沓掛町焼山６２番１地先 
附図２ 

１１３０ 沓掛北３３号 
豊明市沓掛町石根２８２番地先 

豊明市沓掛町豊山１０４番地先 
附図２ 

３２１３ 栄２１３号 
豊明市栄町内山４７番２５３地先 

豊明市栄町内山４７番３５９地先 
附図３ 

３４２５ 栄３３４号 
豊明市栄町村前１１２番３地先 

豊明市栄町村前１１２番１４地先 
附図４ 

３３１９ 阿野６５号 
豊明市阿野町正戸２５番１地先 

豊明市阿野町正戸２８番地先 
附図５ 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、市道として管理するために、新たに市道認定する必

要があるからである。 



附図 1

　１６７０
　二村台８０号



１１２３
沓掛北２６号

１１３０
沓掛北３３号

附図2

豊山

岩金



附図 3

　３２１３
　栄２１３号



附図 4

　３４２５
　栄３３４号



　３３１９
　阿野６５号

附図 5



議案第１６号 

 

   豊明市附属機関設置条例の一部改正について 

 

 豊明市附属機関設置条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものと

する。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、新エネルギー推進委員会を廃止し、環境審議会に統

合することに伴い必要があるからである。  



   豊明市附属機関設置条例の一部を改正する条例  

 

 豊明市附属機関設置条例（平成２６年豊明市条例第３４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表市長の部新エネルギー推進委員会の項を削る。  

   附 則 

 この条例は、令和２年６月１日から施行する。  



議案第１７号  
 
   豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の  
   一部改正について  
 豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例を別添のように定めるものとする。  
 
  令和２年２月２５日提出  
 

                豊明市長  小 浮 正 典      
 
   説 明  
 この案を提出するのは、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

の施行等に伴い必要があるからである。  
 
 



豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の  

一部を改正する条例  

 

 豊明市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和

４７年豊明市条例第３１号）の一部を次のように改正する。  

別表を次のように改める。  

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（単位 円） 費用弁償の額 

教育委員会委員 月額 ４５，０００ 旅費条例による副

市長相当額 選挙管理委員会委員長 月額 １７，２００ 

選挙管理委員会委員 月額 １４，８００ 

公平委員会委員 １回 ７，２００ 

ただし、会議の時間が４時間

以内の場合 ５，０００ 

監査委員（識見を有する者） 月額 ７６，４００ 

監査委員（議会選出） 月額 ３２，１００ 

農業委員会会長 月額 ２３，６００ 

農業委員会会長代理 月額 ２１，６００ 

農業委員会委員 月額 ２０，６００ 

農地利用最適化推進委員 月額 ２０，６００ 

固定資産評価審査委員会委員 １回 ７，２００ 

ただし、会議の時間が４時間

以内の場合 ５，０００ 

職員懲戒審査委員会委員 １回 ７，２００ 

ただし、会議の時間が４時間

以内の場合 ５，０００ 

選挙長 選挙１回につき １４，９０

０ 

旅費条例による８

級職相当額 

投票管理者 選挙１回につき １４，９０



０ 

期日前投票所の投票管理者 日額１２，３００以内におい

て市長が定める額 

開票管理者 選挙１回につき １４，９０

０ 

投票立会人 日額１４，４００以内におい

て市長が定める額 

期日前投票所の投票立会人 日額１２，０００以内におい

て市長が定める額 

不在者投票施設外部立会人 日額１０，７００以内におい

て市長が定める額 

開票立会人 選挙１回につき １３，７０

０ 

選挙立会人 選挙１回につき １３，７０

０ 

産業医 月額 ５０，９００ 

行政不服審査会委員 日額 １０，０００ 

統計調査員 国又は県が定める額 

福祉事務所嘱託医 月額 ６０，０００ 

園医 年額５５３，０００以内にお

いて市長が定める額 

園歯科医 年額２８４，０００以内にお

いて市長が定める額 

心身障害児通園施設嘱託医 年額 １１５，０００ 

１時間 ３８，２００ 

心身障害児通園施設嘱託歯科

医 

年額 １１５，０００ 

１時間 ３８，２００ 

介護認定審査会委員 １回 ２０，０００ 

地域包括ケア連絡協議会委員 １回 １０，０００ 



老人ホーム入所

判定委員会委員 

医師 １回 ２０，０００ 

老人福祉施設

の長 

１回 １０，０００ 

障害程度区分認定審査会委員 １回 ２０，０００ 

ただし、審査件数が７件以下

の場合 １３，０００ 

予防接種医 年額 ２０，０００ 

１時間 ３８，２００ 

母子保健嘱託医 年額 ４４，８００ 

１時間 ３８，２００ 

乳幼児歯科健診医 １時間 ３８，２００ 

成人・老人医科歯科健診医 １時間 ３８，２００ 

保健センター管理者 月額 ２８，１００ 

休日診療所診療所長 月額 ２８，１００ 

休日診療所副診療所長 月額 ２４，０００ 

市街地整備アドバイザー １回 ２５，６００ 旅費条例による３

級職相当職 

消防団長 年額 ２２３，９００ 旅費条例による８

級職相当額 消防副団長 年額 １７６，１００ 

消防分団長 年額 １０１，８００ 

消防副分団長 年額 ６９，７００ 

消防部長・班長 年額 ４４，２００ 

消防団員 年額 ４１，２００ 

学校医 内科、外科 年額 

１ 基本額 ２７５，０００

２ 人数割１人 １，３５０

３ 管理料 １５０，０００

４ 就学時健康診断 ２８，

０００ 



ただし、基本額及び人数割に

ついては、担当医の人数で除

した金額 

眼科 年額 

１ 基本額 ２７５，０００

２ 人数割１人 １８９ 

３ 管理料 １５，０００ 

耳鼻咽喉科 年額 

１ 基本額 ２７５，０００

２ 人数割１人 １８９ 

３ 管理料 １５，０００ 

衛生管理医 １回 ２０，０００ 

適応指導専門医 １回 ２０，０００ 

学校歯科医 年額 

１ 基本額 ２７５，０００

２ 人数割１人 ５２７ 

３ 管理料 １５，０００ 

４ 就学時健康診断 ２８，

０００ 

学校薬剤師 年額 １１７，０００ 

いじめ等に関する重大事態発

生時調査委員会委員 

日額 ２０，０００ 

学校運営協議会委員 １回 １，２５０ 

青少年健全育成推進員 年額 ２１，０００ 

上記以外の附属機関の委員そ

の他の構成員 

１回 ７，２００ 

ただし、会議の時間が４時間

以内の場合 ５，０００ 

附 則  

この条例は、令和２年４月１日から施行する。  



議案第１８号 

 

豊明市国民健康保険税条例の一部改正について 

豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別添のように定めるもの

とする。 

 

令和２年２月２５日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

説 明 

この案を提出するのは、国民健康保険税の適正化を図るために必要があるか

らである。 



豊明市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

豊明市国民健康保険税条例（昭和４７年豊明市条例第４６号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２項中「及び資産割額」を削り、同項ただし書中「５８万円」を

「６１万円」に改め、同条第３項及び第４項中「及び資産割額」を削る。 

第３条第１項中「１００分の５．９５」を「１００分の６．０５」に改める。 

第４条を削る。 

第５条中「２０，９００円」を「２２，３００円」に改め、同条を第４条と

する。 

第５条の２第１号中「第７条の３」を「第８条」に改め、同条を第５条とす

る。 

第６条中「１００分の１．７５」を「１００分の１．８」に改める。 

第７条を削る。 

第７条の２中「５，８００円」を「６，５００円」に改め、同条を第７条と

する。 

第９条を削る。 

第８条中「１００分の１．４」を「１００分の１．５」に改め、同条を第９

条とする。 

第７条の３第１号中「５，７００円」を「５，８００円」に改め、同条第２

号中「２，８５０円」を「２，９００円」に改め、同条第３号中「４，２７５

円」を「４，３５０円」に改め、同条を第８条とする。 

第２１条及び第２２条を削る。 

第２０条第１項中「第１２条第１項」を「第１４条第１項」に改め、同条を

第２２条とする。 

第１９条第１号中「第１４条第２項」を「第１６条第２項」に改め、同条を

第２１条とする。 

第１８条を第２０条とし、第１４条から第１７条までを２条ずつ繰り下げる。 

第１３条第１項中「この条」を「同条」に、「次項において」を「この条に

おいて」に改め、同条第２項中「属する」の次に「月の」を加え、同条第３項



中「本条」を「次項」に改め、同条第４項中「第５号」を「第８号」に改め、

同条を第１５条とする。 

第１２条を第１４条とする。 

第１１条中「第１４条、第１８条及び第１９条」を「第１６条、第２０条及

び第２１条」に改め、同条を第１３条とし、第１０条を第１２条とする。 

第９条の３中「４，５００円」を「４，７００円」に改め、同条を第１１条

とする。 

第９条の２中「６，７００円」を「７，４００円」に改め、同条を第１０条

とする。 

第２３条中「５８万円」を「６１万円」に改め、同条第１号ア中「１４，６

３０円」を「１５，６１０円」に改め、同号ウ中「４，０６０円」を「４，５

５０円」に改め、同号エ（ア）中「３，９９０円」を「４，０６０円」に改め、

同号エ（イ）中「１，９９５円」を「２，０３０円」に改め、同号エ（ウ）中

「２，９９３円」を「３，０４５円」に改め、同号オ中「４，６９０円」を

「５，１８０円」に改め、同号カ中「３，１５０円」を「３，２９０円」に改

め、同条第２号ア中「１０，４５０円」を「１１，１５０円」に改め、同号ウ

中「２，９００円」を「３，２５０円」に改め、同号エ（ア）中「２，８５０

円」を「２，９００円」に改め、同号エ（イ）中「１，４２５円」を「１，４

５０円」に改め、同号エ（ウ）中「２，１３８円」を「２，１７５円」に改め、

同号オ中「３，３５０円」を「３，７００円」に改め、同号カ中「２，２５０

円」を「２，３５０円」に改め、同条第３号ア中「４，１８０円」を「４，４

６０円」に改め、同号ウ中「１，１６０円」を「１，３００円」に改め、同号

エ（ア）中「１，１４０円」を「１，１６０円」に改め、同号エ（イ）中「５

７０円」を「５８０円」に改め、同号エ（ウ）中「８５５円」を「８７０円」

に改め、同号オ中「１，３４０円」を「１，４８０円」に改め、同号カ中「９

００円」を「９４０円」に改める。 

第２６条中「市税条例」を「豊明市税条例（昭和４７年豊明市条例第４４

号）」に改め、同条を第２９条とし、第２５条を第２８条とし、第２４条の３

を第２７条とし、第２４条の２を第２６条とし、第２４条を第２５条とする。 

第２３条の２中「第２４条の２」を「第２６条」に、「第２３条の２」を



「第２４条」に改め、同条を第２４条とする。 

 附則第３項、第４項及び第６項から第１３項までの規定中「第８条」を「第

９条」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の豊明市国民健康保険税条例の規定は、令和２

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成３１年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例による。 



議案第１９号 

 

豊明市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

豊明市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を別添のよう

に定めるものとする。 

 

令和２年２月２５日提出 

 

               豊明市長  小 浮 正 典     

 

説 明 

 この案を提出するのは、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い

必要があるからである。 



豊明市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 

豊明市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年豊明市条例第９号）の

一部を次のように改正する。 

第１５条第３項中「償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予につ

いては、法第１３条第１項、令第８条から第１１条まで」を「償還金の支払猶

予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第１３条、第１４

条第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び第１２条」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第２０号 

 

   豊明市保育所保育の実施条例の一部改正について 

 豊明市保育所保育の実施条例の一部を改正する条例を別添のように定めるも

のとする。 

 

  令和２年２月２５日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典    ＿ 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、豊明市以外に居住する者が豊明市立保育所に入所す

る場合の保育料等について整理をするため必要があるからである。 

 



豊明市保育所保育の実施条例の一部を改正する条例 

    

豊明市保育所保育の実施条例（昭和６２年豊明市条例第２号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条中「児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条第１項、第５

項及び第６項の規定に基づき、豊明市内に設置される保育所（以下「保育所」

という。）」を「豊明市立保育所（豊明市立保育所設置条例（昭和４９年豊明

市条例第１１号）第２条に定める保育所をいう。以下「保育所」という。）に

おける」に改める。 

第３条第１項中「前条の規定により入所した児童の保護者から、児童福祉法

第５６条第２項の規定に基づき、保育料を」を「入所する児童の保護者から、

別表に定める額を、保育料として」に改め、同条第２項を次のように改める。 

２ 前項の場合において、豊明市に居住地を有しない入所児童については、居

住地の市町村が定める額を徴収するものとする。ただし、当該居住地の市町

村が保育料を徴収する場合については、この限りでない。 

附 則 

 （施行期日等） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

第２条 この条例の施行の際現に徴収することとされた豊明市立保育所の入所

に係る保育料は、この条例による改正後の豊明市保育所保育の実施条例の規

定（別表の規定を除く。）により徴収することとされたものとみなす。 



議案第２１号 

 

 

 

 

 

令和元年度 

 

 

豊明市一般会計補正予算書（第７号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案第２１号 

 
令和元年度豊明市一般会計補正予算（第７号） 

 

 令和元年度豊明市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７１８，０３４千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２，９４７，８４０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

 歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（継続費） 

第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年

割額は、「第２表 継続費」による。 

（繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加及び変更は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の廃止及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

    令和２年２月２５日提出  

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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第２表　 継続費

款 項

千円

１０教育費
１０教育費  ２小学校費

第３表　 繰越明許費補正

　追　加

款 項

千円

３民生費 24,720

１０教育費 2,723

27,443

　変　更

　小学校管理事務事業

 ２児童福祉費

令和３年度 121,650

金　　額

新設校開設事業

　保育事業

事　業　名

事　業　名 総　　額 年　　度 年 割 額

669,160

 ２小学校費

千円

令和元年度 547,510

令和２年度 0

合　　　　　　　　　計

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額

千円 千円

１０教育費 ２小学校費 小学校施設維持管理事業 50,972 小学校施設維持管理事業 375,194

１０教育費 ３中学校費 中学校施設維持管理事業 20,984 中学校施設維持管理事業 164,165

款 項
補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

7



第４表　地方債補正

　廃　止

　変　更

起  債  の  目  的 限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

学校施設改修事業 745,500

　4.0% 以内
 (ただし、利率見直し方式で借
  り入れる政府資金及び地方公

  共団体金融機構資金について、
  利率の見直しを行った後にお
  いては、当該見直し後の利率)

政府・県・その他の金融機関につい
ては、その融資条件による。ただし、
財政の都合により償還年限を短縮
し、もしくは繰上償還又は低利債に
借換えすることができる。

証書借入
又は

証券発行

千円

　4.0% 以内
 (ただし、利率見直し方式で借
  り入れる政府資金及び地方公

  共団体金融機構資金について、
  利率の見直しを行った後にお
  いては、当該見直し後の利率)

政府・県・その他の金融機関につい
ては、その融資条件による。ただし、
財政の都合により償還年限を短縮
し、もしくは繰上償還又は低利債に
借換えすることができる。

庁舎改修事業 25,900
証書借入

又は
証券発行

千円

起  債  の  目  的
補　　　　　正　　　　　前

限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

332,300

起  債  の  目  的
補　　　　　正　　　　　後

限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

証書借入
又は

証券発行

政府・県・その他の金融機関につい
ては、その融資条件による。ただし、
財政の都合により償還年限を短縮
し、もしくは繰上償還又は低利債に
借換えすることができる。

消防ポンプ自動車購入事業 22,200

　4.0% 以内
 (ただし、利率見直し方式で借
  り入れる政府資金及び地方公

  共団体金融機構資金について、
  利率の見直しを行った後にお
  いては、当該見直し後の利率)

千円

体育施設整備事業 64,600

体育施設整備事業 133,300

学校施設改修事業
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議案第２２号 

 

 

 

 

 

令和元年度 

 

 

豊明市国民健康保険特別会計補正予算書（第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

議案第２２号 

 

令和元年度豊明市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和元年度豊明市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９，７０９千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，４６１，５９９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

 歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

    令和２年２月２５日提出 

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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議案第２３号 

 

 

 

 

 

令和元年度 

 

 

豊明市下水道事業特別会計補正予算書（第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案第２３号 

 
令和元年度豊明市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和元年度豊明市の下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ８，４５７千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，６５２，１６１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

 歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

 

    令和２年２月２５日提出 

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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第２表　繰越明許費

１　建設事業費

千円

３　公共下水道建設事業費 公共下水道築造事業 62,700

事　業　名項款 金　額
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議案第２４号 

 

 

 

 

 

令和元年度 

 

 

豊明市土地取得特別会計補正予算書（第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

議案第２４号 

 
令和元年度豊明市土地取得特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和元年度豊明市の土地取得特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７０５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

 歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

    令和２年２月２５日提出 

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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議案第２５号  

 

 

 

 

 

令和元年度 

 

 

豊明市農村集落家庭排水施設特別会計 

補正予算書（第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

議案第２５号 

 
令和元年度豊明市農村集落家庭排水施設特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和元年度豊明市の農村集落家庭排水施設特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、変更なく歳入歳出予算の総額を９５，４３７ 

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

    令和２年２月２５日提出 

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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議案第２６号 

 

 

 

 

 

令和元年度 

 

 

豊明市有料駐車場事業特別会計補正予算書（第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

議案第２６号 

 
令和元年度豊明市有料駐車場事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和元年度豊明市の有料駐車場事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、変更なく歳入歳出予算の総額を５５，８００ 

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

    令和２年２月２５日提出 

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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議案第２７号 

 

 

 

 

 

令和元年度 

 

 

豊明市介護保険特別会計補正予算書（第３号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

議案第２７号 

 
令和元年度豊明市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和元年度豊明市の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８，４９２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，９１９，３６９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

 歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

    令和２年２月２５日提出 

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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議案第２８号 

 

 

 

 

 

令和元年度 

 

 

豊明市後期高齢者医療特別会計補正予算書（第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

議案第２８号 

 

令和元年度豊明市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和元年度豊明市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６，４１８千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，０２５，７８２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

 歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

    令和２年２月２５日提出 

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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議案第２９号 

 

 

 

 

 

令和元年度 

 

 

豊明市水上太陽光発電事業特別会計 

補正予算書（第１号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

議案第２９号 

 

令和元年度豊明市水上太陽光発電事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和元年度豊明市の水上太陽光発電事業特別会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，２８８千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７８，０８８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の 

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

    令和２年２月２５日提出 

 

                                  豊明市長    小 浮 正 典 
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